
 近時，相続した不動産に
ついて相続登記がされてい
ないケースが数多く存在し
ていることが，東日本大震
災からの復興に関連して報
道されるなど，相続登記が
社会的な関心を集めている
ことを御存知でしょうか？ 
 相続登記が放置されてい
るため，所有者の把握が困
難となり，まちづくりのた
めの公共事業が進まないな
どのいわゆる所有者不明土
地問題が顕在化しており，
また，相続登記の未了は，
適切な管理がされていない
空き家が増加している大き
な要因の一つであるとの指
摘もされています。  

未来につなぐ相続登記＝次の世代への思いやり 

高松法務局民事行政調査官室 
平成２８年７月作成 

●土地や建物の不動産を所有していた方が亡くなられた場合には，「相続による所有
権移転」の登記を不動産を管轄する法務局に申請することが必要です。  
●相続人又は相続人から依頼を受けた司法書士（国家資格者）は，相続登記に必要
な書類を作成又は取得し，法務局に提出することができます。 
  ご依頼のご相談は香川県司法書士会へ （０８７－８２１－５７０１） 
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